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2026年５月 22日 

 

各  位 

豊岡市長 門 間 雄 司  

 

河川愛護月間における河川美化愛護活動について（お願い） 

 

毎年７月を河川愛護月間として、河川環境の保全・再生への取り組みを積極的に推進す

るとともに、河川愛護意識を醸成することを目的として、みだしの啓発活動が県下全域で

実施されます。 

つきましては、区民の皆様にこの月間のご案内をしていただくとともに、河川美化愛護

活動（草刈等）につきまして、安全面に十分ご留意いただきご協力をお願いします。 

なお、お手数ですが実施後、下記のとおり報告いただきますようお願いします。 

また、この活動の支援としまして、実施団体には参加者１人につき軍手 1双を配布しま

すので、日高振興局地域振興課で受領（６月以降）していただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 提出書類    河川美化愛護活動報告書（別紙） 

活動写真（３～４枚） 

※区長配布物データはこちら 

  ・https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/soshiki/1026056/index.html 

  ・「行政区向け情報」で検索 

 

２ 提 出 先   日高振興局 地域振興課 

 

３ 提出期限    2026年９月１日（火） 

 

４ 昨年度実績   実施区（団体）31、活動人数 900人  

           

５ 事故発生時の保険適用について 

各団体で計画された兵庫県管理河川での河川愛護活動中（活動報告書に記載があるも

の）に、ケガをされるなどの事故があった場合、但馬県民局豊岡土木事務所で加入して

いる団体総合補償制度費用保険の適用となる可能性があります（物損事故、損害賠償な

どは適用外）。万が一、負傷事故等ありましたら、但馬県民局豊岡土木事務所管理課（電

話：0796-26-3741）にご確認ください。 

 

【連絡先】 

日高振興局 地域振興課  担当：西山 

電話：21-9056 FAX：42-1120 

〔二次元バーコード〕 

 

E-mail：hidaka-chiiki@city.toyooka.lg.jp 


